
（資料3－2）  

生殖補助医療研究（胚の作成・利用）における審査の手続き（案）  
【研究機関と提供機関が別の機関の場合】  

※国が関与する場合  

（調整中）  

（
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 ≡
 
 
 

※研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関わる必要が  
あるのか、また、関わる必要がある場合、どのような関与の  
あり方が適当かについては、今後の委員会で議論していく。  1   



※研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関わる必要が  
ぁるのか、また、関わる必要がある場合、どのような関与の  ぁり方が適当かについては、今後の委員会で議論していく0   



生殖補助医療研究（胚の作成・利用）における提供の手続き（案）  

3   



（資料3－3）  関連指針における説明者に関する記述   


